
48

第２ 避難住民の誘導等 
 

１ 避難の指示の通知・伝達 

 

(1) 市長は、知事が避難の指示を迅速かつ的確に行えるよう、事態の状況を踏まえ、

被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状

況について、収集した情報を迅速に県に提供する。 

 

(2) 市長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じ

て、その内容を、住民に対して迅速に伝達する。 

 

(3) 関係機関への避難の指示の流れ 

 

知事（県対策本部）

市長
（市対策本部）

 

その他の関係機関 

通知

通知

住  民  ・  自 治 会  ・  町 内 会 等 

伝達

伝達

通知 

※ 市長は、避難の指示受領後、速やかに避難実施要領を作成し、上記と同様に通知・伝達を行う。 

 

市の支所・出張所等 

 
 

教育委員会 

※ 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻

撃が発生したと認められる地域に該

当する市町には特に優先して通知。

総務大臣（消防庁）

通知

通知

避難措置の指示 

避難の指示 

避難実施要領作成

 

国の対策本部長による 

避難措置の指示の発令 

病院・保育園等保育所等

 

病院・ 

保育所等 

 

市の窓口事務所等 

市 民 ・ 自治会等 

 
市の 
執行機関 
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２ 避難実施要領の策定  

 

(1) 避難実施要領の策定 

市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、県、県警察等関係機関の意見を聴い

て、直ちに、避難実施要領を定めるものとする。 

この場合、あらかじめ作成した避難実施要領のパターンを活用するものとする。 

また、避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には、

直ちに、避難実施要領の内容を修正する。 

 

    避難実施要領に定める事項 

・避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

・避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避

難住民の誘導に関する事項 

・その他避難の実施に関し必要な事項 

 

(2) 避難実施要領を定める際の主な留意事項 

ア 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 

避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治会、事業所等、

地域の実情に応じた適切な避難の実施単位を記載する。 

イ 避難先 

避難先の施設名及び住所を可能な限り具体的に記載する。 

ウ 一時集合場所及び集合方法 

避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等の名称及び所在

地を可能な限り具体的に明示するとともに、集合方法を記載する。 

エ 集合時間等 

避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時間を可能な限り

具体的に記載する。 

オ 集合に当たっての留意事項 

集合後の自治会や近隣住民間での安否確認、高齢者、障害のある人、乳幼児

等への配慮事項等、集合に当たっての避難住民の留意すべき事項を記載する。 

カ 避難の手段及び避難の経路 

集合後に実施する避難の交通手段を明示するとともに、避難誘導の開始時間

及び避難経路等、避難の詳細を可能な限り具体的に記載する。 

キ 市職員、消防職員及び消防団員の配置等 

避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよう、関係市職員、消防職員及

び消防団員の配置並びに担当業務を明示するとともに、その連絡先等を記載す

る。 

ク 高齢者、障害のある人その他特に配慮を要する者への対応 

高齢者、障害のある人、乳幼児等、自ら避難することが困難な者の避難誘導

を円滑に実施するために、これらの者への対応方法を記載する。 

ケ 要避難地域における残留者の確認 
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要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載する。 

コ 避難誘導中の食料等の支援 

避難誘導中に避難住民へ、食料・飲料水・医療・情報等を的確かつ迅速に提

供できるよう、それら支援内容を記載する。 

サ 避難住民の携行品、服装 

避難住民の必要最低限の携行品や服装について記載する。 

シ 緊急連絡先等 

避難誘導からの離脱等問題が発生した際の緊急連絡先等を記載する。 

 

(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

   避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。 

ア 避難の指示の内容の確認 

  （地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態） 

イ 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析） 

（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案） 

ウ 避難住民の把握 

エ 誘導の手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運送事業

者である指定地方公共機関等による運送）） 

オ 輸送手段の確保の調整（県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難

場所の選定） 

カ 高齢者、障害のある人、乳幼児その他特に配慮を要する者の避難方法の決定 

キ 避難経路や交通規制の調整（具体的な避難経路、県警察との避難経路の選定・

自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整） 

ク 職員の配置（各地域への職員の割り当て） 

ケ 関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保） 

コ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整（県対策本部との調整、

国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応） 

 

(4) 国の対策本部長による利用指針の調整 

     市長は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関し、住民避難など

の国民保護措置と、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊及び米軍の行動等が

競合するときは、国の対策本部長による利用指針の策定に係る調整がされるよう

に、当該状況について県を通じて、国の対策本部に連絡する。 

 

(5) 避難実施要領の内容の伝達等 

   市長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公

私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、各地

域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。 

   また、市長は、直ちに、その内容を市の他の執行機関、市の区域を管轄する警

察署長、海上保安部長及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関の長に

通知する。 

   さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供し、放送に

ついて依頼する。 
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(6) 市長から関係機関への避難実施要領の流れ 

３ 避難住民の誘導   

 

(1) 市長による避難住民の誘導 

   市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員並びに消防長及び消防

団長を指揮し、避難住民を誘導する。この場合、避難実施要領に基づき自治会、

学校、事業所等を単位として誘導を行う。 

   また、市長は、避難実施要領に基づき、避難経路に職員を配置して、各種の連

絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑

化を図る。また、職員には、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行させる。 

   なお、夜間では、避難誘導員が、避難経路において、夜間照明（投光器具、車

のヘッドライト等）を配備するなど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。 

 

(2) 消防機関の活動 

ア 消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、

市長の定める避難実施要領に基づき、避難経路に消防車両等を配置し、車載の

拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な高齢者、

障害のある人、乳幼児等を車両により運送を行う等保有する装備を有効活用し

た避難住民の誘導を行う。 

イ 消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部又は消防署と連

携し、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、高

齢者、障害のある人等に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を行

う。 

知事 

（県対策本部）

市長による

避難実施要領の作成

市  民 ・ 自 治 会 等 

市の 

執行機関 病院・ 

保育所等 

教育委員会 
 

その他の関係機関

 

市の支所・出張所等 

通知 

通知意見

伝達

伝達 

 

消 防 機 関 

 

報道関係者

通知 

通知

提供・ 

放送依頼 

 

警察署長・海上保安部長等 

意見

 

市の窓口事務所等 

通知 
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(3) 武力攻撃事態の類型等に応じた住民避難 

ア 弾道ミサイルによる攻撃の場合 

・市長は、避難の指示に基づき住民を屋内に避難させる。 

その場合、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の

地階、準地下街等の地下施設に避難させる。 

・市長は、弾道ミサイルの弾頭の種類や被害の状況が判明するまで屋内から屋

外に出ることは、危険を伴うことから、屋内避難を継続するとともに、被害

内容が判明後、県からの避難指示の内容を踏まえ、避難実施要領を作成し、

他の安全な地域への避難等の措置を行う。 

・航空機による急襲的な航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイルの場

合と同様の対応をとるものとする。 

イ ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合 

・市長は、知事による避難の指示を踏まえて、避難実施要領を策定し、迅速に

避難住民の誘導を実施する。 

この場合において、市長は移動の安全が確保されないと判断するときは、身

体への直接の被害を避けるために、屋内に一時的に避難させる。 

・市長は、ゲリラによる急襲的な攻撃により、知事による避難の指示を待つい

とまがない場合には、当該攻撃が行われた現場における被害の状況に照らし

て、退避の指示、警戒区域の設定等を行い、危険な地域への一般住民の立入

禁止を徹底する。 

ウ 着上陸侵攻の場合 

・市長は、大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的

な侵略事態に伴う避難は、事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実

施すべき地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に伴う我が国全体とし

ての調整等が必要となるため、国の総合的な方針に基づく避難措置の指示を

踏まえて、対応する。 

 

(4) ＮＢＣ攻撃の場合 

市長は、国の対策本部長によるＮＢＣ攻撃の特性に応じた当該避難措置の指示

及び知事による避難の指示を踏まえ、避難を行うものとする。この場合において、

避難誘導する者の防護服の着用や風下方向を避けて避難を行うことなどに留意し

て避難を適切に行うものとする。 

 

(5) 地域特性に応じた住民避難 

ア 都市部における住民の避難 

都市部の住民を避難させる必要が生じた場合、市長は、避難の準備が整って

いる場合を除いて、まず直ちに近傍の屋内への避難の指示を行い、その後の事

態の推移に応じて適切な指示を行うなど、混乱発生の防止に努める。 
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イ 中山間地域など交通機関が限られている地域での住民避難 

中山間地域など公共交通機関が限られている地域においては、市長は、知事

による避難の指示により、避難の交通手段として自家用車等を使用することが

できるものとする。 

 

(6) 避難誘導を行う関係機関との連携 

市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、市の職員及び消防機関のみでは十分な

対応が困難であると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は国民保護措置

の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長に対して、警察官、海上保安官又は自衛

官（以下、「警察官等」という。）による避難住民の誘導を要請する。 

   また、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際

は、市長は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規

制等関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。 

 

(7) 自主防災組織等に対する協力の要請 

   市長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や自治会等に対して、避

難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請する。 

   この場合、その協力は自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に

当たって強制にわたらないよう留意するとともに、協力者の安全確保に十分配慮

する。 

 

(8) 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供 

   市長は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、飲料水の供

給、医療の提供等を行う。 

     市長は、避難住民に対して、事態の状況等必要な情報を適時適切に提供する。 

 

(9) 高齢者、障害のある人、外国人等への配慮 

市長は、高齢者、障害のある人、外国人等の避難を万全に行うため、社会福祉

協議会、国際交流団体等と協力して、高齢者、障害のある人、外国人等への連絡、

運送手段の確保を的確に行うものとする。 

 

(10) 残留者等への対応 

避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、説得に努めるとと

もに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指

示を行う。 

 

(11) 避難所等における安全確保等 

市は、県警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要

な協力を行うとともに、県警察と協力し、住民等からの相談に対応する。 

 

(12）動物の保護等に関する配慮 

市は、国の「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての

基本的考え方について（平成 17 年 8 月 31 日付け環境省自然環境局総務課動物愛
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護管理室、農林水産省生産局畜産部畜産企画課）」に基づき、所要の措置を講ず

るよう努める。 

   

(13) 通行禁止措置の周知 

道路管理者たる市は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、県警察と協力

して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。 

 

(14) 県に対する要請等 

市長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療及び情報等が不足する場

合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。 

この場合、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に配慮する。 

   また、避難住民の誘導の要請が他の市町と競合する場合、広域的観点から調整

が必要なときは、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。 

     市長は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があったときは、そ

の指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。 

   

(15) 避難住民の運送の求め等 

市長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整により、運送事業

者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、避難住民の運送を求める

ことができる。 

   市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由な

く運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては、県を通じて

国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては、県対策本部長に、その旨

を通知する。 

   当該要請に当たっては、警報の内容等に照らし、当該機関の安全が確保されて

いることを確認するとともに、安全確保のため、当該機関に対し、武力攻撃の状

況についての必要な情報の提供を行う。 

 

(16) 避難住民の復帰のための措置 

市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を作成し、

避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。 

 

４ 避難先地域の指定を受けた場合の対応 

 

  市長は、避難先地域の指定が管轄区域内にある場合には、避難施設の開設や救援

の準備等の避難住民の受け入れに必要となる措置を行う。 

 


